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３ 排水設備担当 
1. 排水設備工事指針（令和８年４月改定）の内容について                                        
・ 排水設備工事指針について、令和８年４月以降については、改定版の指針により、宅内工事申

請手続き、図面の作成をしていただくようお願いします。 
主な改定内容については、添付資料３-１-１（ホームページ掲載）のとおりとなりますので、令和 
８年４月以降の宅内工事申請時にはご注意をお願いします。 
本講習会での説明資料は添付資料３-１-２となります。 

 
2. 豊川流域下水道への区域外接続について                                         
・ 豊川流域下水道（主に北部の地域）へ新規に取付管を設置する場合、区域外接続の取扱いと

なる地区については、手続きに半年程度必要な場合がありますので、宅内工事申請の時期にはご注
意をお願いします。 

 
3．図面について                                                      
・ 宅内工事申請の図面について、修正がある場合はしゅん工時ではなく設計審査の段階で修正する

ようにしてください。 
・ 分流式の雨水排水で道路側溝に複数穴をあけて接続する場合は道路管理者に確認した上で申

請をするようにしてください。 
複数ある場合は確認させていただくことがありますのでご了承ください。 

・  接続ますの図面表記は落差ｈを記載すること。 
 
                   
 
 
 
・  接続ますで特殊製品を使用する場合、製品名およびメーカー名を記載すること。 
 
 
         
 
 
・  給湯器等のドレン排水がある場合、給湯器等の種類を明記すること。 
 
 
 
 
 

資料 3 

製品名（メーカー名） 

給湯器名 ドレン 
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4．下水道使用開始届について                                           
・ 下水道区域内で使用開始届が提出されていないことがあります。 

基本的に下水道区域内の申請（給水申請のみも必要）は一律で使用開始届を提出するようにお
願いします。（準備工事を除く） 

・ 使用開始届の提出を忘れてしまっていることがあります。 
下水道使用料の請求漏れにつながる恐れがありますので、必ずしゅん工検査申請前までに提出をし
てください。 
 

電子申請で使用開始届を提出される場合 
・ 電子申請にて下水道使用開始届のための専用ページがございます。【EG01】 
・ なんでもボックス等で届出されても受付できませんので、ご注意ください。 
・ 排水設備番号（門標）を宅内申請時に把握している場合は必ず排水設備番号を記入して提出

してください。 
 

 
5. 取付管のカメラ調査について                                           
・ 令和８年４月 1 日より、取付管のカメラ調査については、現地を確認した状況が分かる資料（写

真等）の提示が必ず必要となりますので、よろしくお願いします。このため、現地を事前に確認した事
が分からない場合については、カメラ調査を行う事ができませんのでご注意ください。 

・ 現地の状況が分かる資料の提示については、営業課若しくは直接下水道整備課へ行く事も可能で
すのでお願いします。 

・ カメラ調査の対象となる取付管については、過去に使用履歴がなく、現地に桝がない取付管（杭、
ピン等のみ現地にある場合についても調査対象）となります。なお、比較的施工が新しい地区（大
岩・二川地区等）については、現地に杭（黄色、オレンジ等それに近い色の杭）,ピン等がある可能
性が高いため、台帳図の取付管延長と杭の位置を確認をして頂き、杭が分かる資料（写真等）と
現地を確認した状況（台帳の延長と現地の杭の位置があっている等）をお伝えください。 
 

 
6. 宅内申請時の事前調査について                                           
・ 排水設備工事指針（令和 8 年 4 月改定版）第３章にも記載がありますが、宅内工事申請時に

は、必ず事前に現地にて、表 3-2-1 技術的な事前調査の項目の内容の調査をお願いします。窓
口で閲覧、複写して頂く GIS の台帳図については、あくまでも参考図としてください。 

・ 作業届（作業目的、作業場所、期間、連絡先等を記載した届出）を提出して頂ければ、マンホー
ルを開けて管の深さ等を確認する事が可能となります。事前に管渠の高さ等の確認、試掘等を行う
事で、施工をスムーズに行う事ができますので、必ず現地の事前調査をお願いします。 

 
 



〇主な改正点

改定概要

第1章

第4節

§2

ドレン排水の取り扱いについて

第2章

第2節

§5

同一敷地に取付管を新たに設置する

場合について

第2章

第7節

・電子申請入力項目の作成

・各種申請のフロー図の見直し

（紙申請から電子申請へ）

（取付管設置工事の流れ）

第5章

第3節

§3

取付管の管種

第5章

第3節

§4

取付管（支管）の接続

第5章

第3節

§6

接合剤または接着剤の使用

第5章

第6節

§2

接続ますで特殊製品を用いる場合に

ついて

第5章

第7節

敷地内の雨水排水を考慮した設計に

ついて

第6章

第1節

§1

計画下水量の見直し

第6章

第1節

§4

既設下水道本管との接続方法につい

て

第7章 下水道へ排除基準等の更新

(新）章・節・§ 旧 新

     第１章第３節 下水道の沿革と計画

     第２章第１節 下水道の利用状況

     第２章第２節 下水道管の布設計画から下水道に切り替えるまでの行程

     第２章第３節 下水道を利用する義務

     第２章第４節 利用促進のための施策

    申請及び技術的に特化した排水設備工事指針に変更、別資料（豊橋市上下水道ビジョン等）に同様の内容の記載があることから、左に記載の内容を削除。

    （注意）第２章削除のため、各章の番号が繰り上がります。

排水設備に関する制度と事務手続

各種申請書及び設計図の記入例並びに

フロー図      （P１９～５３）

屋外排水設備

雨水排水    （P１３１～１３３）

屋外排水設備

樹脂製ます

ますの設計（接続ます） （P１２５）

（本文）内径 20cmますのインバート式は大曲形状を使用すること

ドロップ式は、取付管に90°大曲りエルボを使用すること

下水道整備課が点検等の維持管理ができるよう、原則は大曲形状のますを使用。

（本文）「内径 20cmますのインバート式は原則、大曲形状を使用すること。

ドロップ式は、取付管に90°大曲りエルボを使用すること。

逆流を抑止するます等の特殊製品を使用しようとする場合は、下水道管理者と事前に協議すること。」

上記のとおり、接続ますで特殊製品を使用しようとする場合は下水道管理者と協議すること。

（下水道管理者の点検カメラが通るかの確認も含む）

屋外排水設備

取付管

管種          （P１０８）

（本文）「取付管の管種は硬質塩化ビニル管またはこれと同等以上の強度及び耐久性があるものを使用する。

①本管の種類（ビニル管、鉄筋コンクリート管）により、最適・条件により使用可能となっていた。

②本市では取付管の管種は硬質塩化ビニル管を標準とする。」

（本文）「取付管の管種は硬質塩化ビニル管を標準とする。」

上記の本文のとおり、標準の管種の記載のみに修正。

屋外排水設備

取付管

取付部の構造      （P１０９）

④下水道本管と取付管の接続には支管、接合剤または接着剤等を用いることの記載はあるが、使用条件等により

使用する材料が変わる旨の記載がない。

 宅内申請、下水道使用開始等、排水設備義務者（使用者）変更、分岐工事着手、舗装本復旧工事着手、しゅん工検査予約等の申請は原則、

電子申請とする。

・電子申請 入力項目一覧

・電子申請での事務手続きフロー図へ更新

・取付管設置工事の現在の運用を反映

・従来の紙申請でのフロー図

○敷地内で雨水を集水し、適切に雨水処理ができる設計にすること。

・敷地面積や敷地の形状、建物等の構造物の配置や接続ますの位置等を考慮して、適切な排水経路と勾配を設計する。

・雨水管、合流管の管径と勾配については表5-4-2により決定し、敷地内の流末側に近いほど、必要に応じて増径させる。

・事業所や集合住宅等、敷地面積が大きい場合、雨水排水の計画を入念に行うこと。

 （※排水面積がわかる計画図面の提出を求める場合がある）

○浸透ます等による雨水処理方法は浸透しきれず、オーバーフローした雨水を処理できるように公共水域に排水する。

 道路側溝や水路等が無く、やむを得ず敷地内処理を行う場合は対策雨水量及び設計浸透量の算定を行うこと。

○野外の手洗い場、ペット等の足洗い場の取扱いについて   以上の内容を追記。

―

（本文）「ドレン排水については、潜熱回収型ガス給湯器等ドレン排水、家庭用燃料電池システムから発生するドレン排水に対する取扱いが

国土交通省より公表されているため、雨水と同様の取扱いをすることができる。ただし、その他のドレン排水については雨水と同様の取扱い

ができない場合があるため、下水道管理者と協議すること。」

潜熱回収型ガス給湯器等ドレン排水、家庭用燃料電池システムから発生するドレン排水の取り扱いについて国土交通省より通知があったもの

の、本市の方針については明記がなかった。上記の本文のとおり、本市のドレン排水の取扱いの方針について明記した。

（本文）「ドレン排水については、潜熱回収型ガス給湯器等ドレン排水、家庭用燃料電池システムから発生する

ドレン排水に対する取扱いが国土交通省より公表されている。これらドレン排水については排出量が微量である

こと及び水質を一定に保つ機構を有し、その機能が担保されることが確認されていることから、各自治体が公共

下水道の整備状況及び地域の公共用水域への影響等を勘案しつつ、ドレン排水を“雨水と同様の取扱い”とし、必

ずしも汚水系統の排水設備へ排出する必要がないと取り扱う判断も可能としている。」

総論

下水道の種類と用語

用語の定義                       （P５～６）

（本文）「支管と本管を接続する際に用いる樹脂系接合剤及び接着剤については製品ごとに使用条件※が異なるため、現場施工前にはメー

カーのカタログや製品仕様書をよく読み、現場状況に適合している製品であることを必ず確認してから使用すること。不明な場合は必ずメー

カーに確認をしてから使用すること。

※上記の使用条件の例：本管の種類、１段落ち使用不可、気温によって使い分け など」 と明記した。

屋外排水設備

取付管

平面の配置       （P１０８）

（本文）「本管への取付け部は、管きょ内の流水をよくするため、原則として本管に対し60度とするが、本管の

土被りが1.5ｍを超える場合は90度でも可とする。」

（本文）「本管への取付け部は、管きょ内の流水をよくするため、原則として本管に対し60度とするが、本管の土被りが1.5ｍ以上の場合は90

度とする。」

排水施設標準構造図で本管の土被りが1.5ｍ以上の場合は90度と定めているため修正。

私道排水設備等

設計及び施工

計画下水道   （P１４１～１４４）

工場排水と下水道 右記内容の更新 下水道へ排除（水質）基準等の更新

旧下水道基本計画の計画下水量 下水道基本計画見直しに伴い計画下水量の修正

私道排水設備等

設計及び施工

排水施設工事（開発行為・位置指定道

路、地域下水道本管延⾧）（P１４７）

（本文）ただし、接続しようとする地点にマンホールがない場合には、マンホールを切り込むことを原則とする

が、切り込みマンホールが3号以上となる場合、もしくは掘削深が3.5ｍを超える場合に限り、マンホールの躯体

を新設道路内に築造し、直接既設下水道管に取り付けることを可とする。（地下水位が高く、補助工法を要する

場合別途協議とするものとする。）

（本文）ただし、接続しようとする地点にマンホールがない場合には、マンホールを切り込むことを原則とする。

なお、上記の施工が困難な場合については、その理由（他の地下埋設物の移設が困難、掘削深が深く既設構造物に影響が出る等）を整理し、

別途協議とするものとする。

上記の本文のとおり、道路管理者との協議により、維持管理上の観点から直接既設下水道管に取り付ける事を可とする文章を削除。

排水設備に関する制度と事務手続

取付管工事の制度と事務手続

取付管の撤去       （P１０）

（本文）「既設取付管の撤去は原則として上下水道局は行わないが、施主の都合による理由（位置変更）の場合

は、施主の自己負担にて撤去となる。取付管は本管保護の立場からできるだけ既設取付管を利用し、むやみに取

付管の位置変更しないように指導している。」

（本文）「下水道本管の保護のため、できるだけ既設取付管を利用し、むやみに取付管の位置変更をしないこと。

それにも関わらず、同一敷地内で新たに取付管を設置する場合は、施主の負担で既設取付管を撤去すること。」

上記の本文のとおり、既設取付管の利用を基本とするが、同一敷地内に取付管を設置する場合は、既設取付管を撤去するよう明記した。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Administrator
タイプライターテキスト
添付資料3-1-1

Administrator
タイプライターテキスト
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１.　ドレン排水の取り扱いについて 添付資料３ー１－２
原則、ドレン排水は汚水となります。

下記の給湯器からのドレン排水については、雨水と同様に扱うことができるとします。申請時には図面に給湯器等の種類を書くこと。

・潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）、家庭用燃料電池システム（エネファーム）

・自然冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート）　

※タンク内の清掃時に排出する水はバケツ等に移し、汚水系統に流すこと。また、施主にも説明をし、特記事項欄に誓約すること。

その他のドレン排水については雨水と同様の取扱いができない場合があるため、協議すること。

２.　同一敷地に取付管を新たに設置する場合について
下水道本管の保護のため、原則既設取付管を使用すること。

新たに取付管を設置する場合は、施主の負担で既設取付管を撤去すること。

３.　紙申請から電子申請の移行
・宅内申請の際に必要な入力項目を作成

・事務手続フローを更新

・取付管設置工事の現在の運用を反映

４.　下水道本管と支管を接続する際に使用する接合剤・接着剤について
製品ごとに使用条件が異なるため、使用前には確認をしてください。

本管の種類

１段落ち使用不可（本管φ200-取付管φ150など）

気温によって使い分け（夏用、冬用）

５.　接続ますで特殊製品を使用する場合について
内径20ｃｍの接続ますは原則、大曲形状を使用すること。

逆流を抑止するます等の特殊製品を使用する場合は、協議すること。

協議とは、下水道管理者の点検カメラが通るかの確認も含みます。

例）
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６.　雨水排水を考慮した設計について
○敷地内で雨水を集水し、適切に雨水処理ができる設計にすること。

・敷地面積や敷地の形状、建物等の構造物の配置や接続ますの位置等を考慮して、適切な排水経路と勾配を設計する。

・雨水管、合流管の管径と勾配については表5-4-2により決定し、敷地内の流末側に近いほど、必要に応じて増径させる。

・事業所や集合住宅等、敷地面積が大きい場合、雨水排水の計画を入念に行うこと。（排水面積がわかる計画図面の提出を求める場合がある）

○浸透ますやトレンチ管（有孔管）による雨水処理方法は浸透しきれず、オーバーフローした雨水を処理できるように公共水域に排水する。

　道路側溝や水路等が無く、やむを得ず敷地内処理を行う場合は対策雨水量及び設計浸透量の算定を行うこと。
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６.　雨水排水を考慮した設計について

○野外の手洗い場について

・分流地区で屋外の手洗い場やガーデンパンの排水を下水道管に流す場合、屋根等の設置が確認できるように図示してください。

○ペット等の足洗い場について

動物の毛などが流出しないように分離ます（クリーンます）設置すること。

分離ます（クリーンます）　

（下水道排水設備指針と解説　2016年版）
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７.　私道排水設備等
○既設下水道本管との接続方法について

従来： 接続しようとする地点にマンホールがない場合には、マンホールを切り込むことを原則とするが、

切り込みマンホールが3号以上となる場合、もしくは掘削深が3.5ｍを超える場合に限り、

マンホールの躯体を新設道路内に築造し、直接既設下水道管に取り付けることを可とする。

（地下水位が高く、補助工法を要する場合別途協議とするものとする。）

今後： 接続しようとする地点にマンホールがない場合には、マンホールを切り込むことを原則とする。

上記の施工が困難な場合については、その理由（他の地下埋設物の移設が困難、掘削深が深く既設構造物に影響が出る等）を

整理し、別途協議とするものとする。
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